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令和３年第５回 大石田町議会臨時会会議録 

 

令和３年１２月２０日（月）、大石田町議会臨時会が大石田町議場において招集された。 

 

１．議長（大山二郎君）     午 前 １０ 時 ００ 分   開 会 を 宣 す。 

 

出席議員は次のとおり。 

 

１番 二藤部冬馬君 ４番 岡﨑英和 君 ７番 大山二郎 君 

２番 今野雅信 君 ５番 村形昌一 君 ８番 遠藤宏司 君 

３番 熊谷富太郎君 ６番 小玉 勇 君 ９番 齋藤公一 君 

    １０番 芳賀 清 君 

 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため議会に出席した者の職氏名。 

 

町 長 村岡藤弥君  保健福祉課長 八鍬 誠君 

副町長  花田 淳君  産業振興課長   

教育長 本多 諭君  (兼)農業委員会事務局長 遠藤秀樹君 

総務課長 髙橋慎一君  建設課長 鈴木 太君 

まちづくり推進課長 大沼進悟君  教育文化課長  早坂勝弘君 

町民税務課長     

(兼)会計管理者 土屋弘行君  総務課総務主幹 小玉大輔君 

 

 

 

 

 

本会議に、職務のため出席した者の職氏名。 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 議 案 目 録 

議案第７６号 令和３年度大石田町一般会計補正予算（第５回） 

  

  

  

  

 

議会事務局長 小林基流 

議会事務局議会主査 有川隼人 
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議 事 の 経 過 
１．議長（大山二郎君） 

お早うございます。 

ただ今から、令和３年第５回大石田町議会臨時会を開会いたします。 

出席議員数も定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の会議は、議

事日程第１号によって進めてまいります。 

日程第１．会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、大石田町議会会議規則第

１２５条の規定により、 

８番 遠 藤 宏 司 君、 

９番 齋 藤 公 一 君 を指名いたします。 

次に日程第２．会期の決定を議題といたします。会期につきましては、議会運営委員会を開催

していただき、協議を願っておりますので、その結果については議会運営委員会委員長より報告

を求めます。議会運営委員会委員長 今 野 雅 信 君。 

１．議会運営委員会委員長（今野雅信君） 

お早うございます。 

議会運営委員会の結果について報告いたします。 

去る１２月１４日告示、本日招集されました令和３年第５回大石田町議会臨時議会の会期・議事

運営等について、本日午前９時３０分から議会運営委員会を開き、提出される案件等を考慮し、

慎重に協議した結果、本臨時会は皆さんのお手元に配布してある会期・議事日程のとおりであり

ます。 

即ち、本臨時会は本日１日限りの会期とし、その内容についてご説明申し上げ、皆さんのご賛

同をいただきたいと存じます。 

はじめに、ただ今報告している会期の決定をしていただきます。 

次に、本臨時会に提出されている議案１件を上程し、提出案件について町長の提案理由の説

明及び担当課長の補足説明をしていただきます。 

補足説明終了後、ただちに議案の審議をお願いし、終決後、本臨時会を閉会する考えでありま

す。 

なにとぞ、本委員会の決定どおり、皆さんのご賛同とご協力をいただき、会議を進めて下さるよう

お願い申し上げ、委員会の報告といたします。 

令和３年１２月２０日 大石田町議会運営委員会委員長 今 野 雅 信。 

１．議長（大山二郎君） 

ただ今、議会運営委員会委員長より報告のとおり、本臨時会の会期は本日１日限りとすることに

ご異議ありませんか。（議員：「なし。」）異議なしと認めます。 

従って、会期は本日限りとすることに決定いたしました。 

次に、日程第３．議案第７６号を議題として上程いたします。 

日程第４．町長から、上程議案についての提案理由の説明を求めます。大石田町長 村 岡 

藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

お早うございます。 

本日、第５回町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、年の瀬の

大変お忙しい中ご出席をいただき、心から感謝を申し上げますとともに、日頃より町政各般にわた
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って特段のご指導、ご協力を賜っておりますことに深く感謝申し上げます。 

さて、ただ今上程になりました議案の大要についてご説明を申し上げます。 

議案第７６号「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第５回）について」であります。既決の

予算に歳入歳出それぞれ３，９８４万７千円を追加して、予算総額６１億１，６４５万１千円とするも

のであります。 

以上、今臨時会に提出いたしました議案の大要についてご説明申し上げました。なお、詳細に

ついては担当課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

１．議長（大山二郎君） 

続いて、担当課長の補足説明を求めます。総務課長 髙 橋 慎 一 君。 

１．総務課長（髙橋慎一君） 

今臨時会に提出する議案については、今町長から申したとおり「一般会計補正予算（第５回）」

の１件でございます。補足説明させていただきますので、別紙の議案第７６号「一般会計補正予

算（第５回）」をご覧下さい。表紙をめくって下さい。「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第

５回）」歳入歳出それぞれ３，９８４万７千円を追加し、総額を６１億１，６４５万１千円とする。内容に

ついてご説明申し上げます。 

歳出の１ページ、２ページをお開き下さい。３款２項２目１９節令和３年度子育て世帯への臨時

特別給付金３，９８０万円。子育て世帯へ、１８歳以下の児童１人当たり５万円を支給するもので、

約８００人を見込んでおります。制度上、クーポンによる給付も可能となっておりますが、現金で支

給するための補正予算をお願いするものでございます。 

その上になりますが、１１節手数料４万７千円。これについては、金融機関、指定金融機関に対

する振り込み手数料でございます。 

次に、歳入の１ページ、２ページをご覧下さい。１６款２項２目２節児童福祉費補助金３，９８４万

７千円。子育て世帯等臨時特別支援事業については全額国庫補助金で措置されるため、歳出

金額と同額を見込んだものです。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

１．議長（大山二郎君） 

以上をもって、上程議案について町長の提案理由の説明及び担当課長の補足説明を終わりま

す。 

ただちに議案の審議を行います。日程第５．議案第７６号を議題といたします。ご質疑のある方

の発言を許します。３番 熊 谷 富 太 郎 君。 

１．３番（熊谷富太郎君） 

お早うございます。 

ちょっとお聞きしたいんですけども、この年齢制限っていうのは１８歳未満となっていますけども、

先月で１９歳になった児童については支給にはならないんでしょうか。それとも、これ３月までです

ので、その範囲内でっていうことで考えてよろしいんでしょうか。 

１．議長（大山二郎君） 

保健福祉課長 八 鍬  誠 君。 

１．保健福祉課長（八鍬誠君） 

対象の方につきましては１８歳以下ということであります。んで、高校３年生の１８歳の方までが対

象となります。 

１．議長（大山二郎君） 
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３番 熊 谷 富 太 郎 君。 

１．３番（熊谷富太郎君） 

ですから、１９歳になったらそれを外すっていうことで考えていいんですか。 

１．議長（大山二郎君） 

保健福祉課長 八 鍬  誠 君。 

１．保健福祉課長（八鍬誠君） 

１８歳までですので、１９歳の方は対象になりません。 

１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。８番 遠 藤 宏 司 君。 

１．８番（遠藤宏司君） 

これは全面的に賛成ですけども、尾花沢ではよっす、議会の最終日、１５日に全額支給、現金

支給っていうことが話し合われたようです。んで、２７日までに、２７日以降ですかな、支給するって

いうごどで対象者に通知しておるようですけども、大石田町でこれ可決した場合、政府がこの案件

二転三転して、現場の方、町長たちが大変苦労されていることと思いますけども、これ可決された

場合いつまで支給するつもりなのか、支給が可能なのか。年内だったら非常に良いんねがなって

個人的に思うんですけども、そのへん、実際の事務作業どうなるか説明お願いします。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

給付は２４日にする予定でおります。 

１．議長（大山二郎君） 

８番 遠 藤 宏 司 君。 

１．８番（遠藤宏司君） 

あの、２４日にって今町長の答弁ですけども、２４日に終わるって考えてよろしいんですか。クリス

マスイヴ。まあ、本当に生活、１０万円以内ぐらいの収入で子育てしている人なんてのはざらにい

ると思うんですけども、大変２４日というのはいいことだと思います。是非、事務方の方は大変でし

ょうけども、頑張って。（村岡町長：「児童手当の人はすぐやるい。その他は申請してもらってって

いうこともできます。１８歳以下、１５歳まで。」）口座登録されている方なんかはすぐできると思うん

ですけども。 

あとですね、やっぱりこの揉めた、揉めた原因といいますか、政府が「５万円は現金で、５万円は

クーポンで」なんていう形で発表しておったんですけども、中には全額をクーポンで配るなんてい

う市長もおったようですけども。やっぱりこのへんの考え方はよ、政府がやっぱりまとめるべきこと

だったと思うんですけども、これやっぱり現場が混乱するっていうか。だから、まあ、あとこのクーポ

ンについて一言だけ言っておきますと、クーポンは事務手数料もあります。回収したりいろいろあ

るわけですけども、現金だとよ、市場に現金が回る、現金が２回回る、３回回るなんて、１万円が２

万円、３万円の働きをするんです。私共産党で、あんまり資本主義についてとやかく言うつもりは

ないですけども、資本主義を信奉している方々は、クーポン回したり、クーポンであると、町でもあ

りますけどもね、経済全体の回りが良くならないと。現金ですと、１万収入出れば魚屋さんから八

百屋さん、八百屋さんからなんかいろんなところに回るわけで。１か月のうちに１万円が２万円、３

万円の働きをすると。そのへんちょっと、これは私の今考え述べたんですけども、今回は町長現金

で配るっていうごどで大変結構だと思うんですけども、そのへんについて何か考えとか所管ありま
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したら、最後に答弁お願いいたします。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

現金でするにはいち早く給付できるということで、クーポンですと来年の年度亘ってのクーポン

の給付というふうなになりますので、もちろん県内でもほぼほぼ３１の市町村が現金でということに

なってますし、いち早くやっぱり給付するには現金というのがいいのかなと思います。 

１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。４番 岡 﨑 英 和 君。 

１．４番（岡﨑英和君） 

今、町長から２４日に給付するというふうな明言いただきました。早期のタイミングの判断、大変

ご英断だと思います。望まれれば本当は町内での消費喚起というものに繋げれば理想論なのか

なと思いますが、時期的なものも含め、町内の施設の規模もキャパも含め、なかなかすぐそうには

難しいのかなとは思いますが、特別この給付金にフォーカスした町内での施策というものを、町長

お考えですか。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

総じてアナウンスはできると思いますけども、って言ったから必ず町内で消費して下さいというよ

うな、総じての話はできるかと思いますし、そのような方向では給付しているつもりですので。汲ん

でいただきたいと思います。 

１．議長（大山二郎君） 

４番 岡 﨑 英 和 君。 

１．４番（岡﨑英和君） 

それも含めて、やっぱり早いタイミングの判断、２４日っていうのは大変年の瀬において消費が

動く時期なので、これはご英断だなと思います。今言ったとおり、理想論で言えば町内でにゃ、回

していただきたいというのが本当の理想論ではございますが、なかなか、今町長からあったとおり、

近隣の市町村も含めて合わせてみないとというところがあると思います。今後、今町長の方からあ

ったとおり、なるべくアナウンスして使おうねっていうふうなアプローチは必要かと思いますので、

ちょっと具体的なそのへんの考えございましたらちょっとご説明いただけますか、町長。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

通知の案内の中にはそのような文章を書き込んで案内をしたいと思います。 

１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。６番 小 玉  勇 君。 

１．６番（小玉勇君） 

今児童手当貰ってる人はすぐ払えるんだけどっていう話してましたですよね。その後どのような

手続きが残るって、何人ぐらい遅くなってしまうのかっていうこと。 

それからですね、現金に越したことはないんだけども、現金に大石田町で印刷するわけでもな

いでしょうから、ちょっとね、何に使ったかも分からないだろうし。自分も現金の方がいいと思ってま
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すけども、今回それ、例えばなぜクーポン券にしなきゃなんなかったかという最初の意見もあった

と思うわけよね、理由も。そのへん考えて、大石田町でどうしても現金にした方がいいという、こうい

うふうな判断をしたという理由をちょっと、もう少し詳しくね。買う場所がないとかそういうの、判断し

たということをちょっと話してもらいたいと思います。 

それからですね、この４万７千円っていうのは、これは８００人分の手数料っていうことですかね。

お願いします。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

さっき言ったとおり、やっぱり現金ですとすぐ給付できるということがまず１点です。あと、クーポン

ですとやっぱりかなり時間がかかってしまう。あと、議員おっしゃるとおり、なかなか子育ての用品と

か、物を買うというのもなかなか難しい部分もあると思いますので、やっぱり現金の方が貰う、給付

を受ける側としては絶対いいのかなとは思います。 

あと、１８歳関係は、んじゃこっちから。 

１．議長（大山二郎君） 

保健福祉課長 八 鍬  誠 君。 

１．保健福祉課長（八鍬誠君） 

今日可決いただければ、本日付けで児童手当給付の方々については振り込みの通知の方を

おあげします。その他、高校生の持つ世帯につきましては、今システム改修中でございます。年

度、年度じゃないな、年明けの１月にご案内を差し上げまして、申請をいただいて、早ければ１月

中に支給をしたいというふうに考えてございます。 

あと、手数料につきましては、金融機関への振り込み手数料でございます。（小玉議員：「１件い

くらっていうのは分かんの。」）１件１１０円になります。 

１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。５番 村 形 昌 一 君。 

１．５番（村形昌一君） 

定例会でも要綱の時に話になったんですけど、ちょっと細いどごろを聞きますけど、中学卒業し

て就労した１８歳の方は出るのか出ないのか教えて下さい。 

あと、２４日クリスマスイヴに支給っていうごどで、粋なクリスマスプレゼントを考えてらっしゃる町

長とかには本当に敬意を表したいと思います。非常にスピーディーな対応かなと思います。 

ただ、今回衆議院の選挙の公約の中で低所得者に対する１０万円という話も出ております。私も

低所得者の町民などから、よく「厳しい。早ぐ貰うだい。」というようなごどを言われて、非常にこの

コロナ禍の中でひもじい年の瀬を迎えるっていうようなことですけど、そういった低所得者に対する

支給の目途なんかはどのようになってるのか教えていただければと思います。 

１．議長（大山二郎君） 

保健福祉課長 八 鍬  誠 君。 

１．保健福祉課長（八鍬誠君） 

対象になりますが、１８歳以下ということで、高校に行ってない方についても該当にはなります。 

あと、低所得者向けのやつでありますが、今回のやつとはちょっと違うんですが、国の方からは

年明けからということで、まだ詳細については示されておりません。 

１．議長（大山二郎君） 
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５番 村 形 昌 一 君。 

１．５番（村形昌一君） 

町民にはですね、「いづ来るんだ。」っていうふうに言われるんですね。私なんて答えればいい

でしょうか。いづ頃って言っておけばいいでしょうか。 

１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長(村岡藤弥君) 

まだ未定ですので、何とも言えません。 

１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。（議員：「なし。」）ご質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終

結いたします。 

次に、討論のある方の発言を許します。（議員：「なし。」）討論もないようでありますので、これを

もって討論を終結いたします。 

これより、議案第７６号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり可

決するに、賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押して下さい。押し

忘れありません。無しと認め確定いたします。全員賛成と認めます。 

よって、議案第７６号「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第５回）」は、原案のとおり可決

されました。 

以上をもって、令和３年第５回大石田町議会臨時会の全日程を終了いたしました。町長から発

言を求められておりますので、これを許します。大石田町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．町長（村岡藤弥君） 

本日の第５回町議会臨時会にあたり、一言お礼を申し上げます。 

議員各位におかれましては、ご多用にもかかわらず急遽ご参集いただき、そして慎重審議のう

え、提案いたしました案件を原案どおりご可決いただきまして誠にありがとうございました。 

本日、補正予算をご可決いただきましたので、１２月２４日から「子育て世帯への臨時特別交付

金」の給付を開始して参りたいと考えております。 

今後とも、町民の声を聴き、町民目線で各分野において全力で取り組んでまいりますので、議

員各位におかれましても変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

本日は、大変ありがとうございました。 

１．議長（大山二郎君） 

これをもって、令和３年第５回大石田町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

閉会  午前 １０ 時 ２２ 分 


